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　今年の国連気候変動枠組み条約第

18回締約国会議（COP18）は、国内

外ではあまり注目されていない。そ

の理由は、第一に、日本国内はまだ

震災復興が道半ばで、福島原発事故

も収束したわけではなく、エネル

ギー政策は迷走している状態である

こと。第二に、世界的には、大国で

の首脳レベルの交代が予想されてお

り、温暖化交渉での大きな進展は望

めないこと。最後に、京都議定書第

2約束期間にこだわった途上国に対

して、欧州連合（EU）を除く各国政

府の関心が、ポスト京都議定書の枠

組みを巡る息の長い交渉をどう進め

るかに向いてきたことがある。

　要は、今年のCOP18はあくまで

これから始まる外交的消耗戦の第一

歩であり、2015年の交渉期限目標

はまだまだ先だから、燃料消費は

セーブしておこうということなのだ

ろう。本稿では、これから始まる交

渉において、日本がどのようなスタ

ンスを取っていけばよいかを考えた

い。

前提となる３つの認識
　その際、前提となる認識として重

要な点を、3つ指摘しておく。

　第一は、日本の排出量が世界全体

の排出量に占める割合が、今後ます

ます低下していくということだ。

1997年の京都議定書採択時には

5％だったその割合が、現状4％弱

となり、今後の予測（地球環境産業

技術研究機構ALPSシナリオ）では、

2030年に2％、50年にはわずか1％

に低下する（図参照）。世界的に見

ても、国際エネルギー機関（IEA）に

よれば、京都議定書で先進国扱いと

なっている国（付属書I国）の排出割

合は、35年には3 ～ 4割に低下す

るとみられており、中国を中心とし

て非付属書I国の割合が急増すると

予測されている。それにつれて、歴

史的排出量は両陣営の間で差はなく

なり、さらに1人当たり排出量につ

いても、差は残るものの、その差は

漸減してくる。

　第二に、気候変動に関する政府間

パネル（IPCC）の第5次評価報告書

（AR5）が14年に発表される予定で

あり、その内容がどのようなものに

なるかを見極める必要がある。そも

そもIPCCの報告書は、予測を一つ

にまとめるものでもなければ、政治

や行政に対して何らかの勧告をする

ものでもないのだが、メディアや

ネット上で数値的なものが一人歩き

したりするものだからだ。

　第三に、日本のエネルギー政策の

問題がある。すったもんだの末、野

田内閣は「2030年代原発ゼロ」につ

いての正式決定を見送った。しかし、

決定関連文書はあいまいな表現が残

り、その後も関係者がさまざまな見

解を表明していることから、全く不

透明な状態になっている。今後、ど

のような政策が正式なものになって

いくのかは、温暖化政策や交渉ポジ

ションにも大きな影響を及ぼすこと

は間違いないが、予測がつかないと

いうのが現時点でのコンセンサスだ

ろう。

最善の交渉スタンスとは
　こうした基本認識を踏まえれば、

日本にとって最善の交渉スタンス

は、以下のようになろう（もちろん、

京都議定書第2約束期間の交渉につ

いては、何が起ころうと日本はすで

に「部外者」となっていることは世

界の共通認識なので、その点は不

変）。

　第一に、日本の国内での政治動向

やエネルギー政策の議論の進展が一

段落するまでは、急いで対外的に耳

目を引くような提案や削減目標を打

ち出すことは控えることだ。日本の

排出量の世界に占める割合がどんど

ん低下していく中で、国内での排出

削減を無理に進めても、温暖化問題

解決には寄与しない。むしろ、途上
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国での排出増加を抑制・削減してい

くことに、日本がどう貢献できるの

かを検討していくことの方が重要で

ある。

　第二に、その関連でいわゆる「鳩

山目標（1990年比2020年▲25％

削減）」の取り扱いを慎重にするこ

とだ。この目標は「日本が無条件で

コミットした水準ではなく、枠組み

の公平性や実効性の実現度に依存し

たものであること、また国内的なエ

ネルギー政策の不断の見直しを行っ

ていく中で、今後変化不可避である

こと」という位置づけを政府部内で

共有化し、同目標をしだいに風化さ

せていくことが重要である。

　第三に、次の枠組みとして、途上

国（特に新興途上国）についても、

先進国同様（その程度論には幅があ

ろうが）条約上の義務が課せられる

ものでなければ、温暖化問題解決に

はほど遠いものとなる。日本は、い

かなる合意案であっても、実効性あ

る枠組みでなければOKしないとい

うスタンスで臨むべきだろう。

日本がなすべき新貢献
　それでは、日本は温暖化問題解決

に向けて、どのような交渉上の貢献

ができるのか。京都議定書タイプの

国際枠組みがリセットされる今後数

年間は、交渉の対象を広げたり、交

渉方式を多様化していくチャンスだ

ともいえる。日本は、数値目標を競

争するような交渉に軽々に参加すべ

きではないが、ルール作りを行うよ

うな交渉の場には、積極的に関与し

ていく必要がある。以下に、いくつ

かのアイデアを示しておく。

　（1）交渉目的を、妥結がきわめて

難しい京都議定書タイプの削減目

標合意のみに置くのではなく、それ

を最終目標としながらも、そこに到

達するまでの中間目標として、緩和

や適応についての「ベストプラク

ティスの共有」を位置づける。トッ

プダウン・アプローチか、ボトム

アップ・アプローチかという二項対

立にならずに、しかも少しでも実効

的な温暖化対策を進めるという路

線である。

　（2）AR5の報告内容にもよるが、

研究の進展で温暖化の原因が新たに

見つかるようであれば、交渉対象や

ベストプラクティスの共有対象を、

これまでの6ガス以外にも拡大して

いくことを目指すべきだ。エネル

ギー起源の二酸化炭素（CO2）は、

各国の経済・生活全体に関わること

から、合意がきわめて難しいことを

考えれば、温室効果をもつ別の原因

物質で交渉対象から漏れているもの

を拾い上げることは、非常に有効な

温暖化対策になる可能性がある。

　（3）ダーバン・プラットフォームで

の交渉が滞るようであれば、今後交

渉の場や合意の枠組みを多様化、こ

れまでの国連主義からの脱却がいず

れ必要になるかもしれない。地域内

取り決めや大排出国間合意などにつ

いてのアイデアも、民間調査機関や

アカデミアから出していくべきだとい

う声は、そう遠くない時期に聞こえる

ようになるのではないか。nation-

state（政府）間の合意に加えて、グロー

バルに展開している企業間での合意

など、合意主体を多様化させて、多

層的な国際合意構造を形成していく

ことも検討すべきだろう。
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出所：地球環境産業技術研究機構（RITE）「脱地球温暖化と持続的発展可能な経済社会実現のための対応戦略の
　　  研究」（ALPSプロジェクト）成果報告書
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